
 

「健康づくりをテーマとしたコンテストの企画・運営」に関する参考資料 

 

（参考３）令和５年度コンテストの概要と令和６年度コンテストの要件 

 

令和５年度コンテストの概要 

 

１ 健康づくりをテーマとしたコンテストの開催状況 

本会の主催により令和元年度より、毎年「健康づくりをテーマ」としてコンテストを開催している。 

令和元年度は「川柳」、令和２年度は「川柳、写真、総合」の３部門、令和３年度・４年度・５年

度は「フォト川柳（写真と川柳がセットとなった作品）」を募集し、受賞作品を活用し、県民の健

康意識の啓発につなげる広報を実施している。 

また、令和３年度よりプロポーザルで企画提案を募り、提案者にコンテストの運営を委託している。 

※令和５年度のコンテストの概要については下記「２」参照 

 

 

２ 令和５年度のコンテストの概要 

⑴ コンテストの名称 

   けんこうのびのびフォト川柳コンテスト 

 

⑵ コンテストの目的 

   県民に健康づくりに関する川柳及び写真作品を募集し、それらの作品を通して健康づくりに対す

る意識の向上を図り、もって健康寿命・平均自立期間の延伸、医療費の適正化などにつなげること

を目的とする。 

 

⑶ コンテストの開催概要 

①  作品募集期間 

    令和５年８月１日から９月25日まで 

 

②  募集テーマ 

    「健康づくりを楽しもう！」 

 

③ 応募資格 

    鳥取県内在住の方（団体・個人問わず） 

 

④ 作品の募集方法など 

    各広報手段においてコンテストの周知、特設WEBサイト応募フォームより募集を実施 

    ※作品の募集チラシについて３ページ参照 

 

⑷ 受賞作品選考の概要 

① 応募総数 

    97作品 

 

② 受賞作品と選考方法 

    選考委員会を開催し、大賞、金賞、銀賞、佳作の４賞７作品を選定、また、各協賛社において、

協賛賞４賞４作品を選定 

 

③ 選考委員会の概要 

   ア 選考委員会の設置 

     選考委員４名により組織 

 



 

 

  イ 選考方法 

    下表１のとおり作品の選考を実施 

 

    （表１：選考方法） 

№ 選考手段 選考方法 日程 

１ 事前審査 各選考委員が書面で事前に審査を実施 令和５年９月26日から10月１日

まで 

２ 本審査 鳥取県東部庁舎会議室において、選考

委員会を開催し、各選考委員の事前審

査の集計結果に基づき、合議により受

賞作品を選定 

令和５年10月４日 

 

ウ 選考結果 

     ５ページ以降に記載した各受賞作品を選定 

 

⑸ 受賞作品の発表 

① 受賞作品の発表方法 

    下表２のとおり受賞作品の発表を実施 

 

    （表２：発表方法） 

№ 発表の方法 発表日時 

１ コンテスト特設WEBサイトに掲示 

※各受賞者には個別連絡を実施 

令和５年10月10日 

 

② 表彰式の開催 

    下表３のとおり表彰式を開催し、表彰状及び賞品を授与、写真撮影などを実施 

    ※併せて「けんこうのびのびキャラバン」の出発式、「健康づくりに関するインフルエンサー」

の委嘱式を開催 

 

    （表３：表彰式の概要） 

№ 開催場所 開催日時 

１ エキパル倉吉 多目的ホール 令和５年10月21日11時00分 

 



 

（参考）作品の募集チラシ 

 

 

 

 

 



 

（参考）各受賞作品一覧 

 

 



 
 



 
 



 
 



 

令和６年度コンテストの要件 

 

 受託者は、提案するにあたり次の内容を必須要件としたうえでコンテストを運営すること。 

 記載のない項目は、提案内容によるものとする。 

 

＜作品募集＞ 

・作品募集チラシ（A4サイズを想定）を作成すること。 

・作品募集チラシは、市町村（公民館等）及び医療機関等向けに本会から発送するため、本会発送分と

して、5,000枚を納品すること。 

・作品募集チラシを、受託者の判断で関係個所に送付し、応募数の拡大を図ること。 

・作品募集ポスター（A2サイズ想定）を作成すること。 

・作品募集ポスターは、市町村（公民館等）及び医療機関等向けに本会から発送するため、本会発送分

として、最低200枚を納品すること。 

・作品募集ポスターを、受託者の判断で公共性の高い箇所に掲示し、応募数の拡大を図ること。 

・応募要項等を作成すること。 

・受賞者への賞品を準備すること。 

・協賛賞として、県内企業等の協力を取り付け、賞品を準備すること。 

・応募作品の受領及び管理を行うこと。 

・応募者、受賞者との連絡・調整を行うこと。 

・昨年度を超えた応募数となるように必要と判断される施策を講じること。 

・応募作品は、本会に納品すること。 

 

＜選考＞ 

・選考委員会を運営すること。 

・フォトに造詣の深い者、川柳に造詣の深い者、健康づくりに造詣の深い者などを選考委員として選任

し、本会から選出した者を含めて選考委員会とすること。 

・選考委員会にて、入賞作品を選出すること。 

 

＜表彰式＞ 

・表彰式を運営すること。（表彰者は、本会理事長を想定する。） 

・表彰式会場を準備すること。 

・表彰式は、受賞者として参加した者に満足感を与える内容とすること。 

・表彰式及び受賞作品を広報すること。 

 

＜受賞作品の展示等＞ 

・受賞作品のパネル（A2サイズ）を用意すること。 

・表彰式後に速やかに、受賞作品を県内各所での巡回展示のほか、一般住民に広く周知を行うこと。 

・受賞作品のパネル（A2サイズ）は、展示等終了後、本会に納品すること。 


